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日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の 
発議手続及び国民投票に関する法律案 
趣 旨 説 明 

 
民主党･無所属クラブ 

 
私は、民主党･無所属クラブの提案者を代表して、ただいま議題となりました

｢日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国

民投票に関する法律案｣について、その趣旨を説明いたします。 
 
この法律案は、日本国憲法９６条に規定する憲法改正国民投票に関する手続

と、国政における重要な問題についての諮問的国民投票に関する手続とを、一

体のものとして定め、あわせてそれぞれの発議に関する手続の整備を行うもの

です。 
 
憲法改正のための具体的手続は、本来、1946年制定の際、憲法付属法として
同時に整備されるべきものでした。しかも、これら手続の整備は、本来、憲法

改正そのものに関する議論と区別して、中立公正に進められるべきです。改正

が容易であっても、改正が困難であっても、偏った制度では、国民の意思を正

確に捉えることができず、ひいては立憲主義の自殺行為となるからです。 
このため、具体的な憲法そのものの議論がこれ以上深まる前に、改正推進派

も改正反対派も、双方が納得できる制度を整えておくべきであると考え、本法

律案を提起しています。 
 
ところで、憲法改正手続国民投票制度は、間接民主制を基本とするわが国政

にあって、直接的に国民の意思を問う例外的な制度です。そして、立憲主義の

観点から、直接的に国民の意思を問うことが望ましい案件は、憲法の条文その

ものを改正するケースに、必ずしも限られません。 
もちろん、国会の意思とは無関係に、国会の立法権限を法的に制約するよう

な手続は認められません。しかし、特に立憲主義にかかわる問題について、国

会が自らの意思に基づき、諮問的に国民の意思を問い、その主権者の意思を十

分に考慮しながら権限行使することは、何ら憲法に反するものではなく、むし

ろその趣旨に叶うことです。 
このため、私たちは、一般法である諮問的国民投票制度の創設と、その特例

法である憲法改正国民投票制度の創設とを、一本の法律として提案しています。 
 
以上が本法律案を提出するに至った経緯及び理由でありますが、以下、ポイ

ントとなる点に絞って、その内容を説明します。 
 
 



 
第一に、投票権者の範囲です。 
わが党は従来から、成人年齢そのものを、18 歳に引き下げることを主張して
います。このこと自体、すみやかに実現すべきと考えますが、せめて少なくと

も憲法改正国民投票に関しては、この国の未来に、より長期にわたって関わっ

ていく若い世代に、可能な限り決定に参加する機会を認めることが必要です。 
このため、本法律案では、投票権年齢を原則 18 歳まで引き下げ、さらには、

案件によって、国会の議決に基づき、これを 16歳まで引き下げることが可能な
こととしています。 

 
第二に、投票用紙への記載方法及び過半数の意義についてです。 
憲法 96条は、国会の発議に対する国民の｢承認｣を要求しています。わざわざ
投票所まで足を運び、かつ、是とする意思を示さなかった者については、承認

の意思がなかったものと判断するのが適切です。 
このため本法律案では、国会の発議を是としこれを承認する者が、投票用紙

に○印を付すものとし、○印を付した票が投票総数の過半数に達した場合に、

憲法が改正されるものとしました。 
 
第三に、いわゆる国民投票運動についてです。 
国民投票と公職選挙は、投票という行動では似ています。しかし、選挙にお

いては、政党や候補者という運動主体が、事実上限定的に存在しますが、国民

投票においては、賛成又は反対の意見を持つすべての国民が、運動の主体とな

りえます。また、国民投票では、改正に｢賛成又は反対｣の運動と、政治的意見

表明との区別がつかず、これを規制すると、政治的意見表明そのものに、強い

萎縮効果が働きます。 
このため、少しでも萎縮効果の生じることのないよう、一つには、特定公務

員の運動禁止規定や、公務員･教育者の地位利用による運動禁止規定を、原則と

して設けないものとしています。例外として、投票事務等に関与する公務員に

ついては、運動禁止の規定を設けています。 
また、一票を金で買うような行為は、国民投票においても許されるものでは

ないと考えますが、萎縮効果が生じないよう、本当に悪質なケースだけが対象

になる構成要件を設けることは、困難であるため、買収罪の規定を設けないこ

ととしました。 
 
以上が本法律案の主な内容です。 
委員各位には、この法律案と与党案について、改正を目指す者と、改正に反

対する者の双方が納得できる中立公正な制度が創設できるよう、謙虚かつ真摯

な議論をお願いして、趣旨の説明といたします。 


